
番号 要求課 負担行為番号 品名 品質規格その他 納品方法 数量呼称 納品場所 希望納期

1 学びづくり課 27944 賞状 仕様書のとおり 搬入 606枚 学びづくり課 2025年8月8日

2 資産活用課 31872
福山市公共施設の利活用に関する

民間提案制度チラシ
仕様書のとおり 搬入 6,400枚 資産活用課 2025年8月22日

3 中部地域振興課 29414
福山市生涯学習プラザ使用許可申
請書兼福山市生涯学習プラザ使用

料減免申請書
仕様書のとおり 搬入 50冊 中部地域振興課 2025年8月18日

印　刷　見　積　仕　様　書

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

　なお、見積書は番号ごとに分けてください。 ※見本は要求課に返却すること※
　見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。（競争は見積金額で行います。）
　本案件についての質問がある場合は、案件公開週の木曜日までに質問書を提出してください。回答の公表は金曜日を予定しています。

　見積り合わせの結果については、書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則、５日以内に発
注書を受領（契約締結）してください。

　見積書を提出された場合は、福山市契約規則第３条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第４条に基づき、見積書をもって契約書
に代えることに同意していただいた　ものとします。なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約
約款の定めるところとします。

★本案件は、福山市内に本店を有する方のみご参加いただけます。★

次に掲げる物件について、 までに見積書を資産活用課へ提出してください。２０２５年７月２２日(火)



Ｎｏ.１ 仕 様 書

１．品  名

  賞状印刷

２．品質規格その他

用紙規格

Ｂ４サイズ（横長）

サ イ ズ ：縦２５７ｍｍ×横３６４ｍｍ 厚さ０．２４ｍｍ

紙   質：ケント紙（２０９ｇ／㎡）

色    ：白地

枠    ：金縁

枠デザイン：鳳凰枠

縦書き用

          

印刷文字内容

印刷文字は枠の中にバランスよく配置する。

本文はなるべく用紙中央になるようにすること。

       契約後にデータ送付。

印影の印刷あり（色はカラー印刷，色は濃い朱色）。

３．数量

Ｂ４サイズ ６０６枚 内訳 特別賞：９枚

特選：５６枚

入選：５４１枚

４．納品場所

市役所本庁舎１３階 学びづくり課搬入

  

５．納入期限

２０２５年（令和７年）８月８日（金）



1 品 名 福山市公共施設の利活用に関する民間提案制度チラシ

2 部 数 ６，４００枚

3 様 式 Ａ４、横長、両面、フルカラー印刷

4 紙 質 ９０㎏コート紙

5 原 稿 PDFデータ渡し

6 納 品 方 法 搬入

納品場所：福山市役所 ５階 資産活用課

（福山市東桜町３番５号）

7 そ の 他 ・校正回数 ２回（本紙） 

・最終の原稿データはＰＤＦ化し、資産活用課に納入

・著作権は福山市（資産活用課）に帰属

・印刷物（ポスター、チラシ）に欠陥（ヨゴレ、色ムラ、

 カスレ等）がある場合は、やり直すこと。

8 納 期 2025年（令和7年）8月22日（金）（土・日・祝日を除く）

Ｎｏ．２ 仕  様  書



Ｎｏ．３ 仕 様 書

１．品  名

  福山市生涯学習プラザ使用許可申請書兼福山市生涯学習プラザ使用料減免申請書

２．品質規格その他

○ 用紙サイズ：Ａ４

○ 紙質・紙厚：２枚複写・感圧紙（減感あり）※添付見本のとおり

青発色

２枚ずつ５０セットで１冊

１枚目４０番、２枚目８０番

天セットのり伝票製本

表紙は上質９０ｋｇ、裏紙は上質１３５ｋｇ

テープまき（黒色）

○ 刷   色：黒１色（２枚目は両面印刷）

○ 綴   穴：あり（※添付見本のとおり）

○ 原   稿：データ渡し（ＰＤＦ）

○ 校   正：１回 （校正内で一部修正の可能性あり）

３．数  量

   ５０冊

４．納品場所・納品方法

○ 納品場所：中部地域振興課

○ 納品方法：搬入

５．納入期限

２０２５年（令和７年）８月１８日（月）



主務 次長 課長

受　　付

許　　可

団体名

住  所
〒

行事の名称
　(案内表示）

代表者 電話

行事の内容  使用責任者 電話

入 場 料
（ 参 加 料 ）

 有（　　　　円）・無
入 場 条 件

（ 参 加 条 件 ）
情 報 公 開  可 ・ 否

使用日時 会議室 予定人数

①

②

③

④

⑤

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日

9～12時 13～17時 18～22時 9～17時 13～22時 9～22時

3,130 4,700 5,430 7,110 9,420 11,830

2,080 3,130 3,660 4,700 6,280 7,850

830 1,250 1,400 1,880 2,500 3,130

730 1,100 1,250 1,610 2,200 2,710

1,030 1,560 1,770 2,350 3,130 3,920

620 930 1,030 1,400 1,880 2,350

310 460 510 670 930 1,150

310 460 510 670 930 1,150

減 免 理 由

マイク１本目

(拡声装置含む) 1,030× 本×  = プロジェクター 1,560× 台×  =

マイク2本目～

（追加）   510× 本×  =
電源使用
１KWにつき 　100×  ×  =

CD／
カセットデッキ   510× 台×  =

大会議室   620×　時間×　　　=
小会議室1･

3
  200×　時間×　　　＝ =

中会議室   310×　時間×　　　=
小会議室2･

4
  150×　時間×　　　＝ =

和 室1・2   100×　時間×　　　=

調定番号

和 室 ２

時間区分
の回数

小 会 議 室 ３

中 会 議 室

小 会 議 室 ４

課員

【　　　　日間】

年　　　　月　　　　日（　　　　）曜日　　　時　　　分～　　　時　　　分

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

第　　　　　　　号

第　　　　　　　号

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日（　　　　）曜日　　　時　　　分～　　　時　　　分

福山市生涯学習プラザ使用許可申請書兼福山市生涯学習プラザ使用料減免申請書

福　山　市　長　様

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

  福山市生涯学習プラザ条例施行規則第２条（□第７条
第２項）の規定に基づき、福山市生涯学習プラザの使用
許可（□使用料減免）を次のとおり申請します。

　　　　要 ・ 不要

小　計

冷 暖 房
使 用 料

※入場料その他これに類する料金を徴収する場合・営利若しくは営業の目的で使用する場合・企業及び営利を目的
　とする団体が使用する場合は、この表に定める額の200％に相当する額を使用料の額とする。

附 属 設 備
器 具 類
使 用 料

（内消費税額）

％

　※１時間単位とする。

年　　　　月　　　　日（　　　　）曜日　　　時　　　分～　　　時　　　分

年　　　　月　　　　日（　　　　）曜日　　　時　　　分～　　　時　　　分

大 会 議 室

小 会 議 室 ２

年　　　　月　　　　日（　　　　）曜日　　　時　　　分～　　　時　　　分

円

小 会 議 室 １

小　計

使用料合計（税込）
（10％対象額）

登録番号：Ｔ7－0000－2034-2076　

ま中 - 2025.6.11

　自由　・　関係者のみ　・　条件あり（　　　　　）

　□　福山市生涯学習プラザ条例施行規則第７条第１項に該当する。

小　計

※使用料の単位は、全て円です。

※附属設備及び器具類の使用料は、１回当たりの使用料とし、午前、午後又は夜間の時間区分をもってそれぞれ

  １回とします。

備 考

和 室 １

使用料額

案内表示
行事開始時刻 ： ～



許　　可

団体名

住  所
〒

行事の名称
　(案内表示）

代表者 電話

行事の内容  使用責任者 電話

入 場 料
（ 参 加 料 ）

 有（　　　　円）・無
入 場 条 件

（ 参 加 条 件 ）
情 報 公 開  可 ・ 否

使用日時 会議室 予定人数

①

②

③

④

⑤

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日

9～12時 13～17時 18～22時 9～17時 13～22時 9～22時

3,130 4,700 5,430 7,110 9,420 11,830

2,080 3,130 3,660 4,700 6,280 7,850

830 1,250 1,400 1,880 2,500 3,130

730 1,100 1,250 1,610 2,200 2,710

1,030 1,560 1,770 2,350 3,130 3,920

620 930 1,030 1,400 1,880 2,350

310 460 510 670 930 1,150

310 460 510 670 930 1,150

減 免 理 由

マイク１本目

(拡声装置含む) 1,030× 本×  = プロジェクター 1,560× 台×  =

マイク2本目～

（追加）   510× 本×  =
電源使用
１KWにつき 　100×  ×  =

CD／
カセットデッキ   510× 台×  =

大会議室   620×　時間×　　　=
小会議室1･

3
  200×　時間×　　　＝ =

中会議室   310×　時間×　　　=
小会議室2･

4
  150×　時間×　　　＝ =

和 室1・2   100×　時間×　　　=

　　　　　　　年　　　　月　　　　日 第　　　　　　　号

福山市生涯学習プラザ使用許可書

登録番号：Ｔ7－0000－2034-2076　

年　　　　月　　　　日（　　　　）曜日　　　時　　　分～　　　時　　　分

年　　　　月　　　　日　

　　　　要 ・ 不要

  福山市生涯学習プラザ条例第５条（□第９条）の
規定により、使用を許可（□使用料減免）します。

福　山　市　長

　自由　・　関係者のみ　・　条件あり（　　　　　）

【　　　　日間】

年　　　　月　　　　日（　　　　）曜日　　　時　　　分～　　　時　　　分

年　　　　月　　　　日（　　　　）曜日　　　時　　　分～　　　時　　　分

年　　　　月　　　　日（　　　　）曜日　　　時　　　分～　　　時　　　分

年　　　　月　　　　日（　　　　）曜日　　　時　　　分～　　　時　　　分

時間区分
の回数

使用料額

円

大 会 議 室

中 会 議 室

小 会 議 室 １

小 会 議 室 ２

小 会 議 室 ３

小 会 議 室 ４

和 室 １

和 室 ２

※入場料その他これに類する料金を徴収する場合・営利若しくは営業の目的で使用する場合・企業及び営利を目的
　とする団体が使用する場合は、この表に定める額の200％に相当する額を使用料の額とする。 小　計

　□　福山市生涯学習プラザ条例施行規則第７条第１項に該当する。 ％

冷 暖 房
使 用 料

　※１時間単位とする。 小　計

附 属 設 備
器 具 類
使 用 料

小　計

備 考

使用料合計（税込）
（10％対象額）

（内消費税額）

※使用料の単位は、全て円です。

※附属設備及び器具類の使用料は、１回当たりの使用料とし、午前、午後又は夜間の時間区分をもってそれぞれ

  １回とします。 ま中 - 2025.6.11

案内表示
行事開始時刻 ： ～


